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5305 日本建築学会大会学術講演梗概集

(東 北)2009年8月

行動セ ッティングからみたパブリックスペースにおける利用制限サインの考察

利用制限 サイン 行動セ ッティング

人間一環境関係 パブ リックスペース

正会員 ○草刈 大*

同 森 傑**

1.背 景 と目的

パ ブ リックスペース(以 下、PS)と は、本来だれ もが自由

に利用できる空 間で あるが、近年の札幌市では、条例の施

行な どによ り広場や街路な どのPSに おいて、喫煙禁止や駐

輪禁止な ど、人々の利用を制限す るサイ ンを 目にす ること

が多 くなってい る。さらに、ピク トグラムな どの表象的に

制限 を促す サイ ンだ けではな く、コー ンや迷惑行為 など、

環境や人間が利用制限をもた らしている状況 も考え られ、

これ らは利用制 限サイ ン注1)としてPSに お ける行動 セ ッ

テ ィングの形成 に関係 している と考 えられ る。そ こで、本

研究は、psに おける行動セ ッテ ィングを通 して、利用制限

サイ ンについて考察す ることを 目的 とする。

2.予 備調査

2-1.調 査概要

札幌 中心市街地の区域内(図1)に おいて、PSの 利用制限

に関する調査 を行 った。PSに 配置 された利用制限サイン

の種類 と分布の把握、環境の中に形成 され る利用制 限の観

察及び利用制限サイ ンの もとにみ られ る行動観察調査を

行った。調査期間は2008年6.月 一10月 とした。

2-2.調 査結果 と考察

PSの 利用制限サイ ンとして、ピク トグラムや文字で言語

的に制限をもた らすサイン、それ以外 に制限をもた らすサ

イ ンの存在 を確認 した。調査結

果か ら、サイ ンを認知す るとき

の明示性 に着 目し、4つ のサイ

ンに分類 し、利用制 限サイ ンの

仮説モデルを考えた(図2)。

本研 究は、あ る特定の場所に

お ける行 動セ ッテ ィング と利

用制限について考察す るた め、

図2の(d)を 除く、(a)一(c)の 利

用制限サインを対象 とす る。 図1.調 査区域

(a)明 示 的サ イン:禁 止看板 ・禁止 張紙 な ど、言語 的な表現 を

人々が認知することで利用制限につながるサイン。

(b)暗 示 的サイン:迷 惑行為 ・違反行為な ど、非言語的な表現を

人々が認知することで利用制限につながるサイン。

(c)秩 序 的サ イン:コ ー ンやバー、交番 な ど、非言語 的な表現を

人々が認知す ることで利用制限につながるサイン(a)と(b)

の問 にあるサイン。

(d)秩 序 的サイ ン:社 会的な常識やモ ラルによる利用制限サイ

ン。物理的に実体として存在するものではない。

明示的
サイン

半明示的
サイン

暗示的
サイン一

図2.利 用制限サインの仮説モデル

3.本 調査

3-1.調 査概要

予備 調査の結果 か ら立て られた利用制 限サイ ンの仮説

モデル の検証 を 目的 として、利用制 限サインに関す る人々

の行動観察及 び写真撮影 による調査 を行った。予備調査の

結果 よ り、最 も利用制 限サイ ンが多 くみ られ た、札幌駅北

口広場 と南 口広場 を調査場所 とした。調査期間は北 口広場

と南 口広場それぞれについて、平 日2日間 と休 日2日 間の計

4日 間である。北 口広場は、2008年10.月12日(日)、17日(金)、

18日(土)、21日(火)、 南 口広場は、同年同.月の11日(土)、14

日(火)、19日(日)、31日(金)に 行 った。

3-2.調 査結果

札幌駅前広場の利用制 限サイ ンに関 して、表1に 示す種

類 と総数 が得 られた。

4.分 析 と考察

本調査で観察 された具体的な事例 をもとに、利用制限サ

イ ンについて検証する。行動セ ッティングの視点か らみる

と、現象のすべ ては環境 と人間が不可分 な関係 にあ り、利

用制限サイ ンもその一部で ある。よって、構築環境注2)要素

と人間要素に着 目して、利用制限サイ ンの分析を行 うこと

が有効 であ り、それ らをもとに仮説モデル の存在 を検証す

る。ここで、構築環境要素 とは、人間がつ くりだ した物理的

なもの、人間要素 とは、人間の行為や属性注3)のことである。

図3、図4に 各事例の観察場所、図5に 事例写真を示す。

4-1.明 示的サイ ンに関する事例

CASE1:北 口広場 の入 口に自転車が駐輪 されている。写真

右側にあるように自転車乗入禁止看板が設置 され、広場に

自転車を乗入れ ることの禁止 が促 されている。自転車乗入

禁止看板が存在す ることで、広場に乗入れず広場前 に駐輪

す る、とい う状況 が生 じた と考 えられ る。具体的な制 限内

容が看板 に示 され、構築環境要素の比重が大きい。

4-2.半 明示的サインに関す る事例

CASE2:地 下へ続 く階段の前にコーンとバーが設置 されて

表1.札 幌駅前広場における利用制限サインの種類と総数

＼ サイン種類 サイン総数
明示的 半明示的 暗示的 明示的 半明示的 暗示的

北ロ広場 13 7 12 79 13 89

南ロ広場 13 7 11 73 13 84

図5.札 幌駅北 ロ広場 図6.札 幌駅南ロ広場
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い る。コー ンとバー が物理 的な障害物 となってい ること

で、ほぼ言語 的な表現で 階段 の利 用制限 をもた らしてい

る。この事例は、構築環境要素の比重が大き く、半明示的サ

インであるが、限 りなく明示的サイ ンに近い。

CASE3:バ ス乗 り場 と広場が花壇 に よって区切 られてい

る。花壇 に入 ることは禁止 されていないが、花壇 を乗 り越

えてバス乗 り場 と広場 間を行 き来する人は見 られない。バ

ス停側 ではバスを待つ、広場側 では食事 をす るな どの行動

が見 られ、花壇が行動セ ッテ ィングの境 界 となってい る。

花壇はCASE2と 同様に物理的な障害物 となっているが、表

現 としては緩や かな制 限をもた らしている。花壇 とい う構

築環境要素以外 に、ここで観察 され る花壇を境 に人々の活

動が異 なるとい う点で人間要素 も含んでいる。

CASE4:広 場 内に交番が設置 されている。自転車で乗入れ

る広場利用者は、交番前 の出入 口ではなく別 の出入 口を利

用す ることや、交番前においては自転車か ら降 りるなどの

行動 がみ られ る。交番 とい う利用制限サインの存在 が、こ

の場所での行動セ ッティングの形成 に関係 してい ると考

え られ る。交番 とい う建築物が言語的な利用制限 をもた ら

す構築環境要素 として存在するが、実際に違反行為などを

取 り締 まるのは、中にいる警察官であ り、人 間要素 も大き

く関係 す る。したが って、交番 は、構 築環境要素 と人 間要

素、どちらの比重が大 きいとは一概にはいえない。

CASE5:広 場のポケッ トパークでテ レビ中継 を している。

ここにはベ ンチが設置 されてお り、テ レビ中継がないとき

は様々な行 動セ ッティングが見 られ る。テ レビ中継の際、

機材や コー ンな どが置かれるが、ベ ンチは普段 どお り利用

できる。しか し、テ レビ中継 中は、人 々のベ ンチの利用は中

継見学以外ほ とん ど観察 され ない。中継行為や観衆 の視線

な どが非言語 的な表現でその場所 の利用 の制限 をもた ら

してい る。コーンや機材な どの構 築環境要素 に比べ、テ レ

ビ中継や観 衆 といった人間要素の比重 がよ り大 きい利用

制限サインが形成 されている。

4-3.暗 示的サイ ンに関する事例

CASE6:駅 入 口前 の地面に、人が横 にな りながら読書 をし

てい る。この場所の利用 を制 限す るよ うな構築環境要素は

特 に無いが、この周辺 に人々は近づかず、歩行者 も遠巻 き

に歩 く様子が観 察 され た。つま り、公共性の高い駅前広場

における私的な行為が、非言語的な表現でこの場所 の利用

制限 をもた らしている。したがって、人 間要素の比重が大

きい利用制限サインが形成 されている。

4-4.仮 説モデルの検証結果

事例分析 より、構築環境要素の比重が大きいほ ど利用制

限サインは明示的であ り、人 間要素が大 きいほど暗示的で

あることがわかった。また、半明示的サイ ンにおいては、限

りな く明示的サイ ンに近いCASE2や 、暗示的サイ ンに近い

CASE5の よ うな場面が存在することがわかった。このよ う

に、半明示的サイ ンを形成す る要素は幅広 く多様であ り、

明示的サイ ンと暗示 的サイ ンとが重 なる場面があ ること

が確認 された。以上 よ り、利用制 限の仮説モデル を発展 さ

せ、より具体的なモデル を示す ことができた(図6)。

明示的 半明示的 暗示的

構 サイン サイン サイン
築
環 人
境 間
要 要
素 素

警察官_
ア レビ中継禁

止看板 コ_ン ・、バ_地 面に横 になる

花壇 交番

CASE2:南 ロ 広 場(図4一 ②)

2008/10/12,日 曜 日,8:24

秩序的サイン

CASE3:北 ロ 広 場(図3一 ③)

2008/10/21,火 曜 日,7:23

CASE6:北 ロ 広 場(図3一 ⑥)

2008/10/18,土 曜 日,12:39

図5.事 例 写 真

図8.利 用制限サインモデル
5.ま とめ

本研究では、行動セ ッテ ィングの視点か らPSの 利用制限

サイ ンについて考察す るにあたって、予備調査において利

用制限サイ ンの仮説 モデルをたて、本調査においてその検

証 を行 った。その結果、利用制限サイ ンに関 して、明示性 と

構築環境要素、人 間要素の比重の関係性 が明 らか とな り、

利用制限サインモデルを考案することができた。

利用制限 と行動セ ッテ ィングとの関係 を明らかにする

ことは、PSの 公共性 を再考す るとともに、人間と環境 との

関係性についてよ り本質的な知見を得 るこ とがで きると

考える。

注

注1)あ る場所を利用するとき、その当事者が認知 した時点で、制限

をもた らされる事象を総 じて利用制限サイ ンと呼ぶ。

注2)「 人間が構成 した物理的環境の総体であ り、人間を含まない

環境のこと」と定義 され る。

注3)本 研究 において、属性 とは、性別 ・年齢 ・職業 ・容貌 などを

指す。
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